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＜初めに＞ 


 
日本プラント協会（JCI）は、2005年の第1回京都議定書締約国会議（COP/MOP1）


に於いて京都議定書に定めるCDM（Clean Development Mechanism：クリーン開


発メカニズム）の指定運営機関(DOE：Designated Operational Entity)として正式


に認定され、ＣＤＭプロジェクトの審査事業を実施してきた。また、そのCDMの実績を


通して幾多の審査業務の知識・ノウハウを蓄積してきた。 
 
また、JI（Joint Implementation：共同実施）についても、認定独立組織（AIE：


Accredited Independent Entity：）となるべく2006年11月に申請し、INDICATIVE 
LETTERがJI信任パネルより発行されている。JIはCDMのDOEとしての実績を応


用・発揮できる分野であり、ロシア、東欧を中心としたJI案件の増加も見込まれ、CDM
センターの活動範囲が広がる可能性が十分期待できる。 
 
さて、世界全体の傾向として、2009年2月末時点で有効化審査（Validation）を終え


たCDM登録案件累計数は全世界で1423件に達しており、そのうち半数以上が過去２


年間に登録された案件で、年間登録数は400件を超えている。この近年の顕著な登


録数の拡大傾向は今後も続くと考えられ、有効化審査件数は今後もハイレベルを維


持して推移すると見込まれるが、これに加えて、かかるCDM登録案件数の増加に伴


い、今後は検証（Verification）案件数の飛躍的な増加が期待でき、今後JCIのCDM
事業を大きく拡大させる環境が整ってきた。 
 
JCIは、そのCDM審査業務遂行のために CDMセンターを2002年度に発足させ


て以来、2008年度までに90件以上の審査業務に携わり、CDM登録案件数は１７件を


超えるに至った。特に、昨２００８年度は京都議定書の第一約束期間に入っており、上


述のように世界全体のCDM審査ニーズが格段に拡大している中で、JCI のCDM特


別会計も２００７年度以前と比較して大きく拡大した。かかる傾向から、２００９年度は更


に飛躍的に増大しえるものと見込まれる。従って、２００９年度は受注目標・売り上げ目


標とも大幅に拡大させる事業計画とした。これにより、JCIの総収入と総業務量の中で、


CDM事業が２００９年度以降最も大きな比重をもつものに、転換し発展していくことに


なる。 
 
同時に、2009年度はかかる審査ニーズ増大状況を踏まえCDM審査事業の円滑な


実施を実現するために、CDMセンターの審査員の増加の確保とその育成、審査人員


全体の能力向上と業務の効率化・合理化に注力し、飛躍的に増加する事業量に対応
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できる事業基盤の確立を図っていく。 
 


他方、CDM/JI事業は、その効果として地球規模の温暖化防止活動の促進に貢献


する各種プラントプロジェクトの促進・具体化、さらには輸出の拡大に結びつくものであ


る。また、今後は、① ODA資金のCDMプロジェクトへの適用を働きかけ、大型プラン


ト案件のCDMになる可能性を高めるとともに、② DOE/AIEとして、我が国のプラント


エンジニアリング産業界の有する秀れた省エネルギー技術・CO2削減技術がCDM/JI
として採用され活用できるよう、努力していくものとする。2009年度においても、


DOE/AIEの活動を通して、開発途上国等の持続的発展と我が国のプラント産業の振


興に寄与することを目指す。また、日本政府による国内排出権取引市場の試行や東


京都や民間企業による国内CO2削減促進の各種取り組みなど国内審査業務への貢


献の可能性についても、出来る限り取り組んでいく。 
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Ⅰ．審査業務の受注・売上の大幅な増大によるCDM事業の拡大 
  
（１）JCIの2008年度の新規受注件数はValidation 52件（VCS（Voluntary 
Carbon Standard）案件7件を含む）、Verification 9件（環境省案件6件を含む）


の合計61件、受注金額として合計で1億3140万円となり、特にValidation件数が


大幅に拡大した。また、2008年度の売上金額もValidation 29件、Verification 9
件の合計38件、6280万円に達し、受注・売上ともに前年に比べて大きな伸びを


示した。他方で、JCIの審査人員の不足から、増加しているJCIへの審査ニーズ


に対して実際の受注を抑え気味にせざるを得なかった。 
  


2009年度は、冒頭の世界全体のCDM/JI需要の拡大情勢、すなわち再生可能エ


ネルギー分野、省エネルギー分野のCDM案件数の増加、国連登録数の増加に伴


うVerification案件数の増加、更にはJI案件の活発化もが見込まれており、また


上記VCSを含む京都クレジット以外のVER（Verified Emission Reduction）制


度も整備されてきていることから、審査業務全体で受注・売上の更なる格段の


増加が必至の状況にある。このような背景に鑑み、下記（２）に示すように受


注・売上目標を飛躍的に高く設定する。 
 


 他方で、かかる2009年度の目標件数・売上を実現するためにはCDMセンターの審


査員を確保する必要がある。2008年度において、従来の概ね５名の体制から新たに8
名の審査員を増員して１３名体制へと拡大したが、2009年度においては、予算上審査


員数を更に５名増やして18名体制とし、同時に審査人員の能力向上、審査業務の効


率化・合理化を推進して、CDMセンター業務を適切に運営していくこととする。また、


目標以上の受注量が出てきた際、並びに２０１０年度以降も拡大が見込まれる際には、


予算計上以上に増員して、審査ニーズにこたえるとともに個々の審査員への業務負荷


が過大とならないように配慮し、併せて将来的なCDMセンターの拡大に備えていくこ


ととする。  
 
（２） 以上を踏まえて、審査業務全体（CDM：Validation & Verification および 
JI：PDD Determination & Monitoring Determination ）としての2009年度の受


注・売上目標を２００９年度予算上以下の如く設定し、これをCDMセンターの最低限の


達成目標としてCDMセンターの総力を挙げる。 
 


❋ 受注目標： 74件、2億1000万円   ❋ 売上目標： 81件、2億2000万円 
 
 （上記の、新規受注目標74件の内訳は、Validation 57件、Verification 17件（環
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境省案件 7件を含む）と想定している。なお、新規受注に当たっては今後受注単価の


アップに努めるとともに、将来の安定的業務量確保に繋がるVerificationの獲得には


特に注力する。更に、売上目標８１件中、約半数近くが既に２００８年度中に受注済み


であって達成可能性は高く、従って、更に上述の目標値を超えるよう極力努力し、２０１


０年度以降のCDM事業のより一層の拡大に備えていく。） 
 
（３） 審査業務受注活動においては、下記の行動を基本指針とする。 
 


 日本商社各社や外国系排出権取引会社を主要顧客と位置付け、定期的な


交流・情報交換を通して受注確保へと結び付ける 
 主要顧客との間においては、必要に応じて Framework Agreement の締


結も視野に入れて、受注を確実なものとしていく 
 World Bank については従来の関係を保ちつつ、東欧 CIS 諸国等におけ


る審査案件の依頼元と位置付ける 
 Validation を実施した小規模（Small Scale）案件については、顧客と


の関係維持・継続を図り、確実に Verification 受注へと繋げる 
 環境省自主参加型検証事業（基準年度検証および実施年度検証）につい


ては、国内統合市場などの国内排出権取引制度関連審査業務の一環とし


て位置付け、関係維持、情報収集を図っておく 
 中国、東南アジア、東欧を中心に、ローカルコンサルタントを積極的に


活用してプロジェクト情報の収集、受注へとつなげる 


 


 
Ⅱ．審査業務の品質向上とコスト削減・収益確保 
 


2008年度に引続き、審査業務の品質向上を図りながら、業務の効率化・合理化の


推進によりコスト削減、収益確保を図っていく。具体的には、冒頭に記載したように特


に協会職員としての審査員の増加を図り、2008年度の13人から18人（２００９年度にお


ける実際の受注状況を見て、２００９年度の目標件数の超過達成や２０１０年度以降へ


の対応上等からの必要に応じ、更に補充人員増を検討する）へと人材拡充を確保す


る他、以下の３点を重点的に実施する。 
 


① 審査業務品質向上へ向けての品質目標 
 UNFCCC要求事項に合致した形での品質管理システムの継続的改善 
 審査業務における利害関係の排除 
 審査員の教育訓練の実施 
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 審査結果に対する内部レビューの実施 
 顧客・利害関係者からの苦情・異議申し立て回避 


 
② 審査業務の合理化と品質向上 


 VVM（Validation and Verification Manual）に沿った標準化・マニュ


アル化の推進 
 Validation/Verification 留意点の充実 
 クロスチェックデータの整備・蓄積 
 実績資料の有効活用 


 
③  海外現地審査員の確保 


 海外コンサル、検証機関との連携 
 
 
III．CDM/JI事業推進のために  
 
 日本における更なるCDM/JI事業推進のために、下記行動を起こしていく。 
 


① GHG審査協会との協力による国内検証事業制度の骨格作り 
② 経済産業省、環境省、国土交通省等、国の施策への省エネ案件強化等の


提言と協力 
③ JCIが主導して、主として省エネ分野におけるCDMの国際的推進、及び手


順・基準の改善に結びつける。 
 
 


－以上－ 
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 社団法人日本プラント協会の今年度の事業展開にあたっては、プラント業界


団体および公益認定法人としての以下Ａに列記する基本的な立場の下に、会員


のニーズに沿ってＢに例示するような各種業務活動を展開する。 


 


Ａ，＜基本的立場＞ 


 


１．プラント関係メーカー・エンジニアリング企業を正会員とし商社・銀行等


を賛助会員としていて、業種横断的に広範な企業が結集する特徴を有して


いる団体であり、かつ、事業現場に近い活動を本来得意とする特徴を生か


せる立場。 


２．経済産業省の国際プラント行政の目的・対象に一致し行政施策と協力する


公益業界団体としてその後援の下に設立された特性を歴史的に有しており、


行政と密接に連携した活動を行える立場。 


３．プラント・コンサルティングに関する自前の人材を有しており、調査等に


おいて外部に丸投げせずに、その培った自前の能力及び専門性を発揮でき


る立場。 


４．長年に亘ってこれまで築き上げた海外での「Japan Consulting Institute」


名による豊富なコンサルティング業務の経験と実績を、相手国政府・政府


機関等との対応に活用できる立場。 


５．既に国際的レベルでもトップクラスの地球温暖化対策事業（CDM/JI）に精


通した知見を有しており、この特徴を我が国プラント産業の EPC 等の事業


促進に生かせる立場。 


 


Ｂ，＜各種業務活動＞ 


 


① 会員に対する協会の E メールやホームページ等を活用した各種情報提供


や講演会・セミナーの実施等の情報提供業務 


② トップセールスに代表される業界団体としての行政との連携によるプラ


ントの国際展開を促進する官民連携業務 


③ 国家エネルギー戦略等の国家的レベルの各種政策と連携し、その活用を図


るなど、プラント業界の振興に繋がる施策の把握と関連する各種政策提言


を検討し、業界の意見・提案を政府に強く働きかける業務 


④ プラント産業の国際展開に係る各種輸出・投資ファイナンスの改善に向け


た働きかけや、ODA の弾力化等経済協力手段との連携強化など、我が国の
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公的資金施策の導入促進を図りその国際競争力の強化につなげる業務 


⑤ 政府認可を受けた公益団体としての公的立場を生かして実施する国際的


コンサルティング業務や、標準化・地球温暖化等に対応する国際機関活動


に参画し会員企業の事業振興に繋がる業務 


⑥ 政府関係機関等からの受託により行う我が国プラント産業の国際展開・振


興を促進するための各種受託調査、並びに自主事業として会員のニーズを


受けて行う案件形成発掘調査等、業界団体としての全体的観点による各種


調査業務 


⑦ 京都議定書実施のため国連から認定された正式な機関として協会の他の


業務と区分して行う地球温暖化防止スキームである CDM/JI の審査業務だ


けでなく、協会の本来事業として CDM/JI スキームを活用した会員の EPC


事業への結びつけ等を支援する業務 


 


 以上、協会は官と民の中間に立ち橋渡しとなる公益機関、及び会員企業から


なる業界団体としての活動を、経済産業省などの行政や各機関との連携を更に


深め強めることによって具体的に以下の事業を実施する。 


 


 
１．プラント業界団体としての活動 


 


（１）行政との交流 


 


 ①、会員企業と経済産業省（国際プラント推進室）など行政との、各種委員


会等へご出席いただくなど定期的な情報・意見交換の場を形成し、さらに必要


に応じ随時にも個別会議を開催し、行政との接触活動を積極的に展開する。 
 ②、民間が必要とする、経済産業省（国際プラント推進室）、関係各省など行 
政からの各種関連情報を幅広く早期に収集し、協会 E メールやホームページ等 
を活用して会員に提供する他、アップツーデートな行政施策情報等について行 
政側責任者・担当者等をお招きしての講演会を随時開催する。 
 ③、経済産業省（国際プラント推進室）など行政からの政策に関する業界向 
け連絡・説明の場を講ずるだけでなく，行政への業界側情報や意見をお伝えす 
る双方交流の充実・拡大に努める。 
 


(２) 各種情報収集と会員への提供 


 


当協会はプラント業界を代表する団体として、各種エネルギーフォーラム・日中・日
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印省エネ関連会議・アジア PPP 協議会等の各種の公的協議会・委員会などに参加し


各種有益情報が得られる。また、国連の地球温暖化対策上の認定である立場を使っ


ての諸情報取得ができる他、プラント推進諸事業をも行う NEDO・JBIC・NEXI 等の政


府系重要機関における有益なプラント関連情報を得やすい立場にある、などから、プ


ラント業界に有益な情報収集に努めEメール・ホームページなどの活用や、適宜専門


家等を招いての講演会・セミナー活動等により、会員に対する情報提供に努める。 


  


（３）業界における課題を踏まえた官民連携による＜戦略的研究・検討＞の推


進（－「官民連携戦略会議」－） 


 


 政府施策とそれに対応するプラント業界における課題を踏まえて戦略的研究 


テーマを選定し、企画運営委員会および環境･民活･投資推進（ＥＰＩＣ）協議 


会の活動として両者を連携させながら研究・検討活動を推進する。 


 協会企画運営委員と METI 国際プラント室をメンバーとして、協会の存続


と活動のあり方について検討した「レーゾンデートル委員会」の０６年度末の


結論のひとつが、まさにこの点であり、官民連携事業としては、直ちに「新国


家エネルギー戦略分科会」と「公的金融等分科会」（略称）を形成してプラン


ト産業の国際振興のための議論・情報交換・分析を行ったもの。 
 ０８年１２月からより一層の活動強化のため、これを「資源エネルギー環境


官民連携会議」と「国際プラント競争力支援官民連携会議」と名称を変えたう


えで、０９年度にこれらの新たなテーマの下で、官民連携戦略検討をより一層


本格化する。 
 政策当局と定例的に一同に会して行う本事業は、業界団体活動としては他に


例を見ない極めて政策への反映効果・政策活用上の有効性の高いものであり、


これまで以上に充実した事業運営とする。 
 
（４）政府に対する＜陳情・政策提言＞等の活動 
 
 陳情・提言活動を重要事業として位置付け、実行する。プラント産業の振興・ 
諸問題の解決のために、上記の「戦略的検討の成果」として生み出された政策 
提言や要望、あるいはその他の状況変化・問題事項の発生等の機会を捉えて検 
討され案出された政策提案・要望を取りまとめ、陳情･意見具申として上程し、 
行政へ反映させることに努める。 
 
 既に、０２年度以降毎年、国際プラント振興に寄与する政策提言・陳情活動


を行ってきた。プラント輸出等の公的金融強化、ODA の迅速化と STEP の拡
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大、日墨自由貿易協定の推進、対イラク債権・債務問題の解決、環境ガイドラ


インのあり方、NEXI 民営化反対と貿易保険の充実、JBIC 分割による弊害除


去、国際金融不況にプラント産業が対応するための緊急提言、等の各般の政策


提言を適時適切に行い、政策当局等に採用された当協会の提言は過去に多く、


従って、業界団体としての圧力を発揮し得てきたもの。 
特に、０９年度においては、プラント産業を取り巻く国際経済状況・環境が


極めて厳しく激変しており、それに対応する政策提言・陳情を強力に実施する。 
 
２．公益法人としての公的活動 


 


（１）行政との連携による＜トップセールス＞の参加・支援 
 下記３、（５）、①、に具体的に説明するいわゆるトップセールスは官民合同


の活動であり、公的団体として参加することにより官民連携を支援する。 
 
（２）会員ニーズに基づく対外的な証明機能の発揮 
 中国等へのプラント・エンジニアリング輸出・技術移転において、何らかの 
公的なその輸出・移転内容の客観的な証明を求められている場合等において、 
公益業界団体としての公的な立場を活用して行う。 
 
（３）外国政府・政府系組織・大使館など公的機関を相手とする会議開催、お


よび業界ミッションの派遣 
 相手国との間で、相手国のインフラ振興計画等の政策情報の入手、相手国に 
対する我が国プラント産業の宣伝、さらにはかかる公的な相手方等との協力強 
化、等を図るべく国内において在京大使館等との間で、あるいはミッションを 
編成・派遣して相手国において相手国政府や公的組織等との間で、協会が取り 
まとめ役となって相手方との連携強化に寄与する。 
 
（４）＜国際標準化＞機関での活動 
 我が国プラント業界が国際標準規格（ISO）の動きをウォッチし情報を入手 
しながら適切な対応をしていくことは、国際標準化戦略が重要な産業戦略とな 
っている最近の国際環境に鑑みて重要である。そこで、プラント業界が関係す 
る分野の中で、会員企業からの参加要望があり、従って当協会としての参加が


適切と考えられるものについて、ＩＳＯの部会等の場に参加し、情報入手・対


応等の活動を行う。 
０９年度は、当面、０８年度より既に当協会が ISO の国内審議団体となるこ


とができた、「石油精製・石油化学設備・システム標準分科会（ ISO 
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TC67/SC6）)」に関して活動を展開し、情報収集と情報発信を行う。 
 


３．JKA 補助事業 


 


 財団法人 JKA の自転車等機械工業振興補助金により、（イ）企業への再委託補


助の形で「地球環境保全プラント国際協力支援事業(PDD 作成支援事業または


我が国先進技術による CDM 方法論改善提案事業)」、「海外プラント推進協力


支援事業（フィジビリティ調査事業）」、「特定地域プラントのエネルギー効率


化支援事業（技術設備導入コンサルティング事業）」、「途上国プラント改善診


断調査事業（プラント改善診断調査事業）」を行い、また、（ロ）協会の事業


として「海外プラント貿易推進協議促進事業」を行って、海外の市場開拓、


案件発掘・形成を推進する。 


 


（１）「地球環境保全プラント国際協力支援事業」－（ＰＤＤ作成支援または我    


が国先進技術導入による CDM 方法論改善提案） 


 


 我が国の国際公約となっている 1990 年比マイナス６％達成に貢献するため、


温室効果ガスの削減にあたり、京都メカニズムで認められた CDM/JI スキームを


活用しようとする事業予定者等の PDD(プロジェクト設計書)作成を支援する。 


 


（２）「海外プラント推進協力支援事業」－（フィージビリティ調査事業） 


 


開発途上国が進めようとしているプラントの、新設計画あるいは既設のリハビリ・改


善プロジェクトについて、技術的／経済・財務的事項について、検討・評価するフィ


ージビリティ調査を、会員企業等のニーズに基づき補助する。本事業は、途上国にお


ける経済基盤充実に貢献すべく、我が国プラント産業を具体的滑効果的に途上国プ


ラント建設に結びつけ、もって我が国機械産業の発展に寄与する。 


 


（３）「特定地域プラントのエネルギー効率化支援事業」－（技術設備導入コン


サルティング事業）・・新規事業 


 


 我が国の省エネ等対海外プラントのエネルギー効率化支援政策と合致する対


象国・地域に関して、①エネルギー関連組織・制度、エネルギー利用効率状況


等を調査し、②当該国・地域に適切な我が国の保有する省エネルギー、高効率


エネルギー技術・設備等を導入するための調査を行って、コンサルティングを


実施する。 
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 具体的な調査業務は、会員企業等への再委託公募により行う。  


 


（４）「途上国プラント改善診断調査事業」－（プラント改善診断調査事業）・・


新規事業 


 


 海外途上国や東欧等市場移行国の老朽化した或いは後進的な既存プラントを、


より近代化した或いは先進的なプラントに改善（一部改修・設備交換等だけで


なく、作り変えて新規の設備・プラントにすることを含む）するため、①対象


途上国の既存プラント状況の情報を収集・調査した上で、②改善対象となるプ


ラントの設備・システム等の診断調査を行い、適切な改造或いは新設を行う改


善計画を提言するためのコンサルティングを行う。 


 具体的な調査業務は、（３）と同様、会員企業等への再委託公募により行う。 


 


（５）海外プラント貿易推進協議促進事業 


 


① プラント輸出環境整備協議推進支援事業 （いわゆる「トップセールス」事業） 


 


途上国における社会・経済インフラ基盤整備に貢献するとともに、我が国プラン


ト･エンジニアリング産業による輸出促進を狙いとする相手国との協議を推進する事


業である。相手国への輸出環境を整備するために、我が国から経済産業省の幹部


が海外訪問する機会を捕えて官民合同ミッション（いわゆるトップセールス）を相手


国政府に派遣し、相手国との協議を通じて輸出促進の環境をつくり、我が国機械


産業の発展に寄与する。２００９年度は、経済産業省幹部の予定を確認し同国際プ


ラント推進室と協議のうえ、中東への協議ミッション派遣案を含め会員のニーズにあ


った派遣案を候補として検討し、推進・実施する。 


 
② プラント市場調査情報基礎調査 


 


途上国における社会・経済インフラ基盤整備に貢献するとともに、我が国プラン


ト･エンジニアリング産業による輸出促進に貢献する目的で実施する。主要プラント


市場国における社会・経済インフラ整備の計画に関する情報等を調査し、我が国


プラント･エンジニアリング産業界等に情報を提供する。また、上述のプラント輸出


環境整備協議推進支援事業（「トップセールス」）の相手国選定とその実施におい


ての基礎情報として参考にする。 


 
（６）「プラント経済協力」及び「プラント輸出戦略推進策」の策定事業 
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① 経済産業省は、我が国産業発展と海外の社会・経済インフラ整備に貢献する


ため、０６年頃からエネルギーや経済成長に関する戦略を打ち出し、その後、状況


の変化に対応して改定・充実に努めている。これらの国家施策の遂行に当たって


は、実際に輸出・投資や海外事業を行う民間側の動きが重要であり、従って、民間


側もそれら施策を活用するとともに、施策に沿った対応が求められるなど、官側と民


側の密接な協力体制が必要となる。本事業は、当協会がプラント･エンジニアリング


産業や商社等と官との間に立ち、官側からの情報伝達、民側からの意見具申、両


者の意見交換等を実施し、官民が協力して我が国プラント関連の産業の発展に寄


与しようとする事業である。 


協会においては、上述の１、（３）の－「官民連携戦略会議」－で述べたように、こ


の種の活動を２００６年度から実施してきているが、２００８年末から「プラント経済協


力の策定」は上述の「国際プラント競争力支援策官民連携戦略会議」によって行い、


「プラント輸出戦略の策定」は「資源エネルギー環境官民連携戦略会議」によって


行っている。２００９度も同じ会議で表記の検討を、より改善・強化し継続して進め


る。 


 


（注）上記（５）と（６）は、EPIC 特別会計の事業とするが、事業推進にあた


っては協会全体で補完して実施する。 


 


４．受託事業 


 


（１）一般受託調査事業 


 


 従来、経済産業省、日本貿易振興機構（JETRO）、新エネルギー・産業技術総


合開発機構（NEDO）、国際協力銀行（JBIC）等の政府関係機関、及び公益法人他


団体等を委託元として、市場動向調査、フィージビリティ（Ｆ／Ｓ）調査等我が国プラン


トの国際展開に寄与する調査を受託してきたところ、Ｆ／Ｓ等の個別案件に係る調査


の減少に対し、この２－３年来、協会事務局が主体となってこれら委託元に対し各種


企画提案を行い、プラント業界全体にとって有用な調査受託を獲得する傾向にシフト


してきている。 


これは、他方で協会事務局自身が付加価値を作る新たな協会収益源になる収益


事業であり、かかる「企画提案型受託調査事業」を０９年度以降、今後大きく拡大して


いきたい。 


 


    かかる状況の下、2008 年度においては、国際協力銀行（JBIC:2008 年 10 月に
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国際協力部門は JICA に統合、国際金融部門は日本政策投資銀行に統合）の


推進する円借款供与スキームへの支援に関する調査、日本貿易振興機構


（JETRO）の推進する省エネ技術普及促進事業に関する調査、新エネルギー・


産業技術総合開発機構（NEDO）の推進する省エネルギーモデル事業の評価


にかかる調査を受託した。 これらはそれぞれ我が国を代表する国際協力機関


の推進する事業を支援する内容であり、ひいては我が国プラント・エンジニアリン


グ産業の輸出振興に繋がるものであった。 


    さらに JKA 補助事業予算による関係公益団体からの受託調査業務も、JCIから


調査内容を企画して公開公募受託したものであった。０８年度は計受託したが５


件受託できたが、いずれも、（ⅰ）海外プラント市場の我が国プラント産業の浸透


可能性の調査、あるいは、（ⅱ）我が国の省エネ・高効率エネルギー利用技術等


による地球温暖化防止関連プロジェクト形成支援に関する調査など、出来る限り


我が国の支援政策や国際的な推進枠組み等を活用しながら、我が国のプラント


の国際振興につなげ貢献しようとするものであった。 


 


 2009 年度においても、引き続きこれら国際協力機関の推進する政策や事業を支援


しあるいは逆に民間側がこれを利用する内容を持った企画を当協会から積極的に提


案したり、関係公益団体からの受託に関しても政策の推進や制度の改善に繋がるよ


うな調査を企画し、かつ我が国プラント・エンジニアリング産業の振興に貢献すること


を目標として、業界ニーズに沿った各種の企画を検討して、委託元機関に積極的に


提案・受託して、協会自ら付加価値を作り出す収益事業としての位置づけを高めて


いく。 


 


（２）その他の受託事業 


 


①、地球温暖化コンサルティング 


 地球温暖化対策に関係して、CDM/JI 審査に至る前の CDM/JI プロジェクトの


案件形成や、これに関連する支援コンサルティング事業の受託が出てきている


が、これは下記６にて詳述する。 


②、その他コンサル 


 上述の、一般調査受託事業、地球温暖化コンサル事業の他、円借款関連事業


において会員企業と協力して円借款案件のコンサル調査等を受託し、我が国企


業によるそのプロジェクト事業の受注の実現可能性を高める等のその他コンサ


ル受託事業があり、ニーズが寄せられれば受託に努める。 


 


５、自主事業 
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 自主事業により、会員ニーズに応じて下記の事業等を行う。 


 


（１）、会員等のニーズ把握の上、適切なタイトルの講演・セミナー事業の実施


を検討し、会員企業職員等の情報理解の拡大、知見・能力の増強に寄与する。 
 


（２）、開発途上国の政府・公的機関あるいは在京各国大使館等から、協会での


ミーティング設定あるいは相手国へのミッション派遣等により、会員企業と協


力してプラント建設に係わる設備・技術情報の相手国からの会員企業に対する


提供要望を引き出す等、我が国プラント産業への協力の要請を受け事業機会を


作る努力・働きかけを行う。併せ、会員企業あるいは設備・技術情報等を相手


方に紹介する。 


 


（注）上記の５（１）は EPIC 特別会計に計上するが、実施は協会内他部門と協


力。 


 


６．地球温暖化コンサル事業 


 


 2008年より京都議定書による第一約束期間に入り、０９年は更にセクター別


アプローチや国内排出量取引の導入等が具体的に議論される状況となった。我


が国の優れた技術を活用できる省エネプラント等が、国連の場においても推進


の方向性が出てきており、今後の省エネプラント等のCDM/JI事業化を支援する


コンサルティング調査を受託していくとともに、会員企業に対するPDD作成支援


を含め、下記のようなCDM/JIコンサルティング事業を（ＣＤＭ特会事業として


ではなく）当協会の本体事業として位置づけて推進し、当協会会員企業のCDM/JI


プロジェクトでのEPC等の業務獲得にもつなげる。 


 


（１）各国(中国、インド、ＡＳＥＡＮ、東欧・中央アジア、南部アフリカ・南


米等)における諸機関や現地企業を対象にＪＥＴＲＯ、ＮＥＤＯ、ＪＢＩＣ


等と協力してネットワークを形成し、CDM/JI関連プラントプロジェクトの発


掘・推進を行う。 


（２）（１）をもとに、現地と我が国の商社・電力会社等のCDM/JI事業実施者(投


資者)との協力体制の推進と我が国プラント企業との間の連携を広汎に構築


することに努め、我が国省エネ技術等の移転を支援する。 


（３）我が国政府による東欧諸国等からの排出権取得契約が具体化していく中


で、我が国の排出権購入代金の見返りとして相手国がその資金（購入代金）
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を使って、省エネ型インフラ・プラントの整備や各種環境対策設備の設置等


の整備を行うことを内容とする、いわゆるＧＩＳ（グリーン・インベストメ


ント・スキーム）への我が国プラント産業協力の可能性を受託調査等により


検討する。 


   特に、０９年度においては、ウクライナ等の我が国政府が既に排出権の


購入協議を行っている国について、会員企業等の有する我が国の優れた環境


貢献プラント技術がGISを通じて移転できるよう、協会として関係方面にア


プローチする。 


 


（注）上記６は、CDM/JI関係の「コンサル」としての協会事業。他方、CDM/JI


の「審査」事業はＣＤＭ特別会計で扱い「コンサル事業」と区分する。 
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１．補助事業 


 


 財団法人 JKA からの補助金により、わが国プラント･エンジニアリング産業の国際競


争力強化支援のため、以下の海外プラント案件形成･促進の諸事業を行う。 


 


(1)海外プラント貿易推進協議促進事業 


①プラント輸出環境整備協議推進支援事業 （いわゆる「トップセールス」事業） 


途上国における社会・経済インフラ基盤整備に貢献するとともに、我が国プラント･


エンジニアリング産業による輸出促進を狙いとする相手国との協議を推進する事業


である。相手国への輸出環境を整備するために、我が国から経済産業省の幹部が


海外訪問する機会を捕えて官民合同ミッション（いわゆるトップセールス）を相手国


政府に派遣し、相手国との協議を通じて輸出促進の環境をつくり、我が国機械産業


の発展に寄与する。 


２００９年度は、経済産業省幹部の予定を確認し同国際プラント推進室と協議のう


え、中東への協議ミッション派遣案を含め業界ニーズに合う各種の案を候補として


検討し、推進・実施する。 


 
②プラント市場調査情報基礎調査 


途上国における社会・経済インフラ基盤整備に貢献するとともに、我が国プラント･


エンジニアリング産業による輸出促進に貢献する目的で実施する。主要プラント市


場国における社会・経済インフラ整備の計画に関する情報等を調査し、我が国プラ


ント･エンジニアリング産業界等に情報を提供する。また、上述のプラント輸出環境整


備協議推進支援事業の相手国選定の参考にする。 


 
(2)プラント経済協力及びプラント輸出戦略推進策の策定事業 


①経済産業省は、我が国産業発展と海外の社会・経済インフラ整備に貢献するた


め、エネルギーや経済成長に関する戦略を打ち出し状況の変化に対応して改定・


充実に努めている。これらの国家施策の立案・遂行に当たっては、実際に輸出を行


う民間側もそれら施策を活用するとともに、施策に沿った対応が求められ、官側と民


側の密接な協力体制が必要となる。本事業はプラント･エンジニアリング産業と官と


の間に立ち、官側からの情報伝達、民側からの意見具申、両者の意見交換等を実


施し、官民が協力して我が国機械産業の発展に寄与する事業である。 


協会においてはこの種の活動を２００６年度から実施してきているが、２００８年度


にはプラント経済協力検討委員会として公的金融等国際プラント競争力支援策官


民連携会議と、プラント輸出戦略委員会としてエネルギー・資源・環境官民連携会
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議の二つの会議に名称を変更するとともに、委員を一部変更して開催した。２００９


度も同じ会議で検討進め、より改善・強化し継続して実施する。 


 その際、いずれのテーマも協会の全ての会員に関係する事柄であるので、両分


科会の運営は企画運営協議会・ＥＰＩＣ協議会の区分にこだわらず、協会のＥＰＩＣセ


ンターが協会他部・室と協力して協会全体の立場に立って行うこととする。 


 


②上記①の関連事業として、プラント経済協力の検討・その推進のために、２００７お


よび２００８年度にはベトナムＯＤＡタスクフォース及びその現地関係者との意見交換


を行ったが、２００９年度も適切な国を選定して現地での意見交換を実施する。 


 また、上記①の検討を通じて得た方策や情報をもとに、プラント輸出促進・経済協


力実務セミナーを会員企業以外にも広く募って開催し、成果の普及と人材育成に寄


与する。 


 


２．受託事業 


 


従来から、海外における、①省エネ等環境エネルギー分野、②民活インフラ整備


分野、および③プラント建設促進投資分野、などの海外プラント･ビジネス拡大に資


する特定テーマに係わる調査研究を、受託し実施してきて。 


２００９年度においては、最近受注実績のある国際経済交流財団などの公益団体


に対してだけでなく、過去に調査を多く受託した実績のある経済産業省や国際協力


銀行からの受託の復活を働きかけるが、そのため当方から積極的に調査効果の高


い内容・企画を検討し提案を行っていく。 


その際の検討受託テーマ案としては、会員企業の意向を参酌しながら、（ⅰ）海外


プラント市場に関連する対象国及び国際間の政策動向、（ⅱ）地球温暖化対策・環


境保護に寄与する海外プラント建設の方向、（ⅲ）途上国での民活インフラ・プラント


のより効果的な進展策、等について、具体的に立案し、提案していく。例えば、我が


国企業の中国・インドにおける省エネ・環境ビジネス促進調査、官民パートナーシッ


プ（ＰＰＰ）を活用した途上国インフラ整備へのＣＤＭスキームの活用調査、など会員


企業のビジネスに関係し、寄与するものを取り上げていくこととする。 


 


３．自主事業 


 


（1）陳情・政策提言活動 


 


      過去、毎年度における協会の重要活動として、会員企業を取り巻く各種プラントに


関連して惹起される諸問題に対して、問題点の分析と提言等を業界の意見集約を


3 







図りながら政府および関係機関などへの陳情・要望として実施してきた。 


２００8 年度においては、５月の理事会で承認された「公的金融に関する提言・要


望書」と、下期に入ってからの国際金融危機に対応して協会がとりまとめた「国際プ


ラント・ビジネスに関する国際的金融危機に対応する支援策の要望書」を、政府およ


び関係機関に提出するとともにホームページに掲載した。 


２００９年度においても、政府・関係機関の施策に対する要望を会員の意向を確


認したうえで、タイムリーに陳情・要望として取りまとめていく。 


 


(２)外国政府・政府系組織・大使館など公的機関を相手とする会議開催、および業界


ミッションの派遣 


 


 相手国との間で、相手国のインフラ振興計画等の政策情報の入手、相手国に対


する我が国プラント産業の宣伝、さらにはかかる公的な相手方等との協力強化、等


を図るべく、①国内においては在京大使館等との間での会議等を協会が主催、ある


いは、会員企業の意向がまとまれば、②ミッションを編成・派遣して相手国において


相手国政府や公的組織等との間で会議等を開催し、協会が取りまとめ役となって相


手方との連携強化に寄与する。 


 


(３)セミナー事業 


 


協会はセミナー事業の開催に取り組み、２００７年度には「CDM/JI 実務者セミナ


ー」を開催した。その実績を踏まえ内容の改善を図って、２００９年度には有料のセミ


ナー事業として「CDM/JI 実務者セミナー」の第 2 回セミナーと、公的金融に関する


検討分科会の実績等を踏まえＪＢＩＣ等関係機関とも協力して「プラント・ファイナンス


実務者セミナー」を企画・検討する。 


その他、会員企業やプラントに関係する会員外の一般企業にとっても有益である


と思われるテーマがあれば、セミナー実施を検討する。 


 


(４)講演会の開催 


 


    従来から実施している会員企業に対する各種講演会のほか、必要に応じて会員


外にも規模を拡大した講演会を協会の主催で開催する。協会および会員企業の事


業に関連する分野におけるトピックス的なテーマを選定し、経済産業省をはじめと


する官庁や公的機関、さらに民間団体の有識者や大学教授などを講師として招い


て実施する。 
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(５)各種団体活動を通じた情報収集と会員への提供 


 


当協会はプラント･エンジニアリング業界を代表する団体として、各種の公的協議


会や委員会などに参加している。そこでは会員企業にとって各種の有益な情報が


得られることが多いので、情報収集に努めホームページなどを活用して会員企業へ


提供することとする。２００９年度も前年度に引き続いて、地球環境温暖化関連各種


会議、各種エネルギーフォーラム、アジア PPP 協議会、日中省エネ環境ビジネス推


進協議会や世界省エネ等ビジネス推進協議会、日印エネルギー政策対話、（さらに


可能であれば対イラク支援協議ミッション）などに参加し、会員企業に資する情報提


供に努める。 


 


（６）地球温暖化コンサルティング活動 


 


協会内の業務部、技術室等と連携しながら、区分規程により業務が区分されるこ


とを厳守するＣＤＭセンターを除く協会全体事業として、地球温暖化対策に繋がる


各種調査受託等の形態でコンサル活動を展開する。 


例えば、①CDM/JI プロジェクトのホスト国の DNA や有力シンクタンクなどと連携


促進を図ることにより、CDM/JI 案件形成を推進して会員企業の EPC 受注につなげ


る。すなわち、ホスト国内で CDM/JI プロジェクトに責任を持つ DNA、その国内の有


力シンクタンク、その他の機関と EPIC 協議会会員との間で情報交換を行い、プロジ


ェクト発掘と実施促進を図るネットワーク形成活動、②東欧諸国等を相手とする我が


国政府の排出権購入契約に付随させて行われるいわゆるＧＩＳ（グリーン・インベスト


メント・スキーム）の具体的調査検討、等を、会員ニーズを踏まえて検討する。 


特に、GIS についてはウクライナ、ハンガリー等との間で我が国政府が政府間合


意に至っており、協会として、これら各国の環境に寄与するプラントの再編・新設等


をコンサルしていきたい。 


併せて、③従来から行ってきたＰＤＤ作成支援コンサルや CDM 事業化立ち上げ


協力コンサル、等のＣＤＭ/JI プロジェクトを直接的に推進するコンサル活動を会員


企業等から受託して展開・実施する。（注：CDM/JI 審査事業は、協会事業間の「区


分規定」により、CDM 特別会計の CDM センター事業として、区分して実施する。） 


 


以上 


 





